
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
個
人
演

説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ

た
旨
、
広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
、
三
原
市
選
挙
管
理
委
員
会
、
庄
原
市
選
挙
管
理
委
員
会
、
東
広
島
市
選

挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
七
日 

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

橋 
 

本 
 

宗 
 

利 

指 
 

定 
 

施 
 

設 

名 
 

称 
所 

在 

地 

変 

更 

事 

項 

変 

更 

後 

名
称 

段
原
山
崎
集
会
所 

段
原
南
集
会
所 

広
島
市
南
区
霞
一
丁
目
五
番
六
号 

所
在
地 

広
島
市
南
区
霞
一
丁
目
五

番
七
号 

幸
崎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー 

三
原
市
幸
崎
町
能
地
二
八
八
三
番
地 
所
在
地 

三
原
市
幸
崎
能
地
三
丁
目

八
番
一
三
号 

大
胡
会
館 

庄
原
市
西
本
町
一
丁
目
一
一
番
二
八

号 

名
称 

庄
原
市
大
胡
会
館 

福
富
市
民
体
育
館 

東
広
島
市
福
富
町
下
竹
仁
二
一
三
一

番
地
六 

所
在
地 

東
広
島
市
福
富
町
下
竹
仁

二
一
三
一
番
地
五 

グ
リ
ー
ン
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ホ
ー
ム 

東
広
島
市
河
内
町
入
野
三
五
八
番
地

七 

所
在
地 

東
広
島
市
入
野
中
山
台
二

丁
目
二
八
番
一
〇
号 

中
之
村
集
会
所 

東
広
島
市
安
芸
津
町
三
津
四
七
〇
七

番
地 

所
在
地 

東
広
島
市
安
芸
津
町
三
津

四
八
〇
五
番
地
七 

風
早
南
区
集
会
所 

東
広
島
市
安
芸
津
町
風
早
三
三
〇
八

番
地 

所
在
地 

東
広
島
市
安
芸
津
町
風
早

三
一
八
三
番
地
三 


